
第６８期 中間決算公告

平成22年12月27日

東京都港区芝三丁目３３番１号

中央三井信託銀行株式会社

取締役社長　奥野　順

中間連結貸借対照表（平成22年9月30日現在）

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　資　産　の　部　） （　負　債　の　部　）

現 金 預 け 金 212,046  預 金 8,937,502  

コールローン及び買入手形 5,056  譲 渡 性 預 金 303,170  

債券貸借取引支払保証金 11,938  コールマネー及び売渡手形 178,493  

買 入 金 銭 債 権 97,510  債券貸借取引受入担保金 1,638,268  

特 定 取 引 資 産 18,929  特 定 取 引 負 債 8,538  

金 銭 の 信 託 2,270  借 用 金 445,874  

有 価 証 券 3,954,870  社 債 227,741  

貸 出 金 8,867,944  信 託 勘 定 借 873,256  

外 国 為 替 716  そ の 他 負 債 362,001  

そ の 他 資 産 300,951  賞 与 引 当 金 2,607  

有 形 固 定 資 産 124,733  退 職 給 付 引 当 金 1,623  

無 形 固 定 資 産 27,292  役 員 退 職 慰 労 引 当 金 872  

繰 延 税 金 資 産 140,521  偶 発 損 失 引 当 金 13,230  

支 払 承 諾 見 返 352,067  繰 延 税 金 負 債 3,304  

貸 倒 引 当 金 △ 46,700  支 払 承 諾 352,067  

負 債 の 部 合 計 13,348,552  

（純　資　産　の　部）

資 本 金 399,697  

資 本 剰 余 金 149,011  

利 益 剰 余 金 166,183  

株 主 資 本 合 計 714,892  

その他有価証券評価差額金 17,710  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 3,639  

土 地 再 評 価 差 額 金 △ 15,532  

為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 2,002  

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 3,814  

少 数 株 主 持 分 2,888  

純 資 産 の 部 合 計 721,596  

資 産 の 部 合 計 14,070,149  負債及び純資産の部合計 14,070,149  



　　　　中間連結損益計算書

（単位：百万円）

　　科　　　　　　目 金 額

157,517

5,871

80,979

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） ( 54,658 )

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） ( 23,559 )

38,584

1,494

23,567

7,020

112,810

30,711

（ う ち 預 金 利 息 ） ( 21,039 )

5,367

40

4,852

58,524

13,313

44,707

7,502

13

5,813

1,675

2,532

149

1,916

466

49,677

957

15,166

16,123

33,553

204

33,349

役 務 取 引 等 費 用

経 常 収 益

信 託 報 酬

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

特 定 取 引 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

少 数 株 主 利 益

中 間 純 利 益

平成２２年４月　１日から
平成２２年９月３０日まで

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

固 定 資 産 処 分 益

償 却 債 権 取 立 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

固 定 資 産 処 分 損

統 合 関 連 費 用

そ の 他 の 特 別 損 失



中間連結財務諸表の作成方針 

 

（１）連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等 １５社 

主要な会社名 

Chuo Mitsui Trust International Ltd. 

中央三井カード株式会社 

中央三井信用保証株式会社 

② 非連結の子会社及び子法人等 

主要な会社名 

中央三井クリエイト株式会社 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、

利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）等からみて、連結の

範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に

重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

 

（２）持分法の適用に関する事項 

①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等   

該当ありません。  

② 持分法適用の関連法人等  ２社 

主要な会社名 

日本株主データサービス株式会社 

なお、日本トラスティ情報システム株式会社は売却により当中間連結会計期間より持分法

の対象から除いております。 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

主要な会社名 

中央三井クリエイト株式会社 

④ 持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。  

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余

金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から

除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

 

（３）連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

６月末日     ４社 

９月末日   １１社 

②連結される子会社及び子法人等については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結

しております。 

中間連結決算日と上記の中間決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行

っております。 

 

 

      
 

 

 



 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

会計処理基準に関する事項  

（1） 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の

格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、

取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に

計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定

取引費用」に計上しております。 

 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算

日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日に

おいて決済したものとみなした額により行っております。 

 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、

有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益

の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決

済からの損益相当額の増減額を加えております。 

（2） 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ｲ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等株式については移動平均法による原価法、

その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証券については中間連結決算日前１

カ月の市場価格の平均等、それ以外については中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(ﾛ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記 (ｲ)と同じ方法によ

り行っております。 

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

  （4）減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属

設備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計

上しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建 物  10年～50年 

  その他   3年～ 8年 

 また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

 連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、

主として定額法により償却しております。  

② 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

当社並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償

却しております。 

      
 

 

 



 

（5）貸倒引当金の計上基準 

当社及び主要な国内の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償

却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」とい

う。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係

る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分

可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現

在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、

「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要

と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のう

ち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることが

できる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引い

た金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）によ

り引き当てております。 

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に

基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ず

る損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店及び審査各部が資産査定を実施し、

当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評

価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額

から直接減額しており、その金額は28,200百万円であります。 

 その他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実

績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

（6）賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の

うち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 

（7）退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる

額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

  数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 

           （9年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計 

           年度から損益処理 

（8）役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員及び

執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生している

と認められる額を計上しております。 

（9）偶発損失引当金の計上基準 

      
 

 

 



 

偶発損失引当金は、オフバランス取引等に関して、将来偶発的に発生する可能性のある損失

に備えるため、以下の引当金等について当該損失を事象毎に合理的に見積り、必要と認められ

る額を計上しております。 

＜預金払戻損失引当金＞ 

 一定の条件を満たしたことにより負債計上を中止した預金について、預金払戻損失引当金を

計上しております。  

＜補償請求権損失引当金＞ 

 土地信託事業の状況により、将来、受託者として債務の立替等の負担が生じ、それにより取

得する補償請求権が毀損する可能性が高い場合に、当該損失を合理的に見積もり、補償請求権

損失引当金を計上しております。 

（10）外貨建資産・負債の換算基準 

当社の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付してお

ります。 

 連結される子会社及び子法人等の外貨建資産･負債については､それぞれの中間決算日等の為

替相場により換算しております。 

（11）リース取引の処理方法 

当社及び国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属するものについては、

通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

（12）重要なヘッジ会計の方法 

 (ｲ) 金利リスク・ヘッジ 

当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延

ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジ

について、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定

の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

(ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ

有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行

う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金

銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することに

よりヘッジの有効性を評価しております。 

  また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対

象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原

価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用してお

ります。 

  なお、一部の資産・負債について、繰延ヘッジ、時価ヘッジ、あるいは金利スワップの特

例処理を行っております。   

（13）消費税等の会計処理 

当社及び国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下、消費税等と

      
 

 

 



 

いう。）の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上してお

ります。 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（持分法に関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号平成 20 年３月 10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24

号平成 20 年３月 10 日）を適用しております。 

この変更による損益への影響はありません。 

（資産除去債務に関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号平成 20 年 3

月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号平

成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。 

これにより、経常利益は 12 百万円、税金等調整前中間純利益は 223 百万円それぞれ減少してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 361 百万円であります。 

 

表示方法の変更 

（中間連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 22 号平成 20 年 12 月 26 日)に基づく「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」 (内閣府令第 5

号平成 21 年３月 24 日)の適用により、当中間連結会計期間では、「少数株主損益調整前中間純

利益」を表示しております。 

      
 

 

 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

1. 関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く） 

971百万円 

2. 現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受入れている有価証券で当中間連結会計期間

末に所有しているものが11,128百万円あります。これらは、売却又は（再）担保という方法で自

由に処分できる権利を有する有価証券ですが、当中間連結会計期間末においては当該処分をせず

にすべて所有しております。 

3. 貸出金のうち、破綻先債権額は14,905百万円、延滞債権額は55,005百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出

金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法

施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に

規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

4.  貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は384百万円であります。 

 なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延し

ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

5. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額31,437百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸

出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

6. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は101,732

百万円であります。 

 なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

7. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これに

より受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有してお

りますが、その額面金額は2,515百万円であります。 

8. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

   有価証券             1,792,422百万円 

   貸 出 金                      652,330百万円 

    その他資産                         69百万円 

 担保資産に対応する債務 

   預  金               8,582百万円 

       債券貸借取引受入担保金      1,638,268百万円 

      借用金               352,000百万円 

 上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として 

 有価証券 569,418百万円を差し入れております。 

   また、その他資産のうち保証金は7,865百万円であります。 

9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を

受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付け

ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は2,689,029百万円であり

ます。このうち契約残存期間が1年以内のものが2,539,278百万円あります。 

      
 



 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ

のものが必ずしも当社並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響

を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその

他相当の事由があるときは、当社並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた

融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契

約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定

めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措

置等を講じております。 

10. 三井信託銀行株式会社から継承した土地については、土地の再評価に関する法律（平成10年3

月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

 再評価を行った年月日  平成10年3月31日 

 同法律第3条第3項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31 

                      日公布政令第119号）第2条第1号に定める標準地の 

                                         公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格及 

                                         び同条第3号に定める当該事業用の土地の課税台帳 

                                         に登録されている価格に基づいて、合理的な調整 

                          (時点修正、地域格差及び個別格差の補正)を行って 

                                         算出しております。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末における時価の合 

計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額   5,392百万円 

11. 有形固定資産の減価償却累計額   90,870 百万円  

12. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金

92,500百万円が含まれております。 

13. 社債は、永久劣後特約付社債94,741百万円及び劣後特約付社債133,000百万円であります。 

14. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対

する保証債務の額は141,698百万円であります。 

15. １株当たりの純資産額  276円 85銭  

16. 当社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託932,804百万円、貸付信託

282,557百万円であります。 

17.銀行法施行規則第17条の5第1項第3号ロに規定する連結自己資本比率（第二基準（国内基準））

は14.05％であります。 

 

 

      
 



 

（中間連結損益計算書関係） 

1. 「その他経常収益」には、株式等売却益3,466百万円を含んでおります。 

2. 「その他経常費用」には、貸出金償却1,735百万円、株式等売却損281百万円及び株式等償却

1,419百万円を含んでおります。 

3. １株当たり中間純利益金額      12円 84銭 

 

 

 

 

  

 

 



（金融商品関係） 

金融商品の時価等に関する事項 

平成 22 年９月 30 日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません

（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

 中間連結貸借

対照表計上額
時 価 差 額 

212,046

5,056

11,938

97,436

7,097

2,270

258,730

3,476,788

8,867,944

△45,807

212,046 

5,056 

11,938 

98,625 

 

7,097 

2,270 

 

257,281 

3,476,788 

 

 

―

―

―

1,188

―

―

△1,448

―

(1) 現金預け金 

(2) コールローン及び買入手形 

(3) 債券貸借取引支払保証金 

(4) 買入金銭債権（＊１） 

(5) 特定取引資産 

  売買目的有価証券 

(6) 金銭の信託 

(7) 有価証券 

満期保有目的の債券 

その他有価証券 

(8) 貸出金 

貸倒引当金（＊１） 

8,822,136 8,900,089 77,952

資産計 12,893,499 12,971,191 77,692

(1) 預金 

(2) 譲渡性預金 

(3) コールマネー及び売渡手形 

(4) 債券貸借取引受入担保金 

(5) 借用金 

(6) 社債 

(7) 信託勘定借 

8,937,502

303,170

178,493

1,638,268

445,874

227,741

873,256

8,981,221 

303,170 

178,493 

1,638,268 

450,867 

234,886 

873,256 

43,718

―

―

―

4,992

7,145

―

負債計 12,604,306 12,660,163 55,856

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

 ヘッジ会計が適用されているもの 

5,973

11,053

 

5,973 

11,053 

―

―

デリバティブ取引計 17,027 17,027 ―

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権に

対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額してお

ります。 

（＊２） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示してお

      
 

 

 



ります。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については、（ ）で表示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。満期のある預け金については、預入期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2) コールローン及び買入手形、及び(3)債券貸借取引支払保証金 

これらは、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原

価を時価としております。 

(4) 買入金銭債権 

買入金銭債権のうち、貸付債権信託の受益権証書についてはブローカーの価格によっております。それ以

外の債権については約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は取得原価と近似していることから、当該

取得原価を時価としております。 

(5) 特定取引資産 

トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会の公表する価格等によ

っております。 

(6) 金銭の信託 

金銭の信託において信託財産を構成している有価証券については、ブローカーの価格によっております。 

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しておりま

す。 

(7) 有価証券 

有価証券のうち、株式については取引所の価格により、債券については、私募債は内部格付・期間等に基

づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスクを勘案した利率で割り引いた価額等により、それ以外の債券

は日本証券業協会の公表する価格又はブローカーの価格等によっております。投資信託受益証券については、

証券投資信託委託会社の公表する基準価格等によっております。 

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせ

ない状態にあると判断し、当中間連結会計期間末においては、合理的に算定された価額をもって中間連結貸

借対照表計上額としております。変動利付国債の合理的に算定された価額は、ディスカウント・キャッシュ

フロー法により算定しております。価格決定変数は、国債利回り及び同利回りのボラティリティ等でありま

す。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

(8) 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大

きく異なっていない限り、時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としております。

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リ

      
 

 

 



スクを勘案した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、

時価は取得原価と近似していることから、当該取得原価を時価としております。また、破綻先、実質破綻先

及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定

しているため、時価は中間連結決算日における取得原価から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似してお

り、当該価額を時価としております。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、

返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は取得原価と近似して

いるものと想定されるため、取得原価を時価としております。 

 

負 債 

(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金 

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしておりま

す。また、定期預金の時価は、期間等に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ･フローを割り引いて算定し

た現在価値によっております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

なお、預入期間が短期間（１年以内）のもの及び変動金利によるものは、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。 

譲渡性預金は、すべて預入期間が短期間（１年以内）のものであり、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額を時価としております。 

(3) コールマネー及び売渡手形、及び(4)債券貸借取引受入担保金 

これらは、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

(5) 借用金 

借用金の時価は、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて算定した現在価値に

よっております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のもの等は、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額を時価としております。 

(6) 社債 

社債については、日本証券業協会の公表する価格等のほか、市場価格がない場合には社債の元利金の合計

額を同様の発行において想定される利率で割り引いて算定した現在価値によっております。 

(7) 信託勘定借 

信託勘定借は、中間連結決算日に要求された場合の返済額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ、金利スワップション等）、通貨関連取引（通貨スワ

ップ、先物外国為替等）、債券関連取引（債券オプション、債券先渡取引）、その他取引（クレジット・デ

リバティブ）であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によ

っております。 

金融派生商品のうちクレジット・デフォルト・スワップについては、自社における合理的な見積りに基

づく合理的に算定された価額により評価を行っております。 

自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフォルト・スワップ

の市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を踏まえ、理論値モデルに基づいて算定

      
 

 

 



しております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報

「資産(7)その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式 (＊) 87,959 

出資証券 121,910 

外国証券 8,510 

合  計 218,381 

上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら時価開示の対象とはしておりません。 

（＊）当中間連結会計期間において、非上場株式について 200 百万円減損処理を行っております。 

 

      
 

 

 



(有価証券関係) 

 中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及びコマーシャ

ル・ペーパー、並びに「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権が含まれております。 

 

1. 満期保有目的の債券（平成22年9月30日現在） 

 

  

種類 

中間連結貸借対

照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

国債 135 137 1

社債 22,553 23,010 457

その他 126,467 127,880 1,413

時価が中間連結貸

借対照表計上額を

超えるもの 
小計 149,156 151,028 1,871

時価が中間連結貸

借対照表計上額を

超えないもの 

その他 165,412 163,205 △2,206

合計 314,569 314,234 △334

 

2.  その他有価証券（平成22年9月30日現在） 

 

 

種類 

中間連結貸借対

照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

株式 274,956 197,409 77,546

債券 983,695 974,968 8,726

国債 799,077 793,806 5,270

地方債 206 199 6

社債 184,411 180,962 3,449

その他 897,523 878,212 19,310

中間連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えるもの 

小計 2,156,175 2,050,591 105,583

株式 203,489 263,597 △60,107

債券 874,796 883,420 △8,624

国債 797,100 804,799 △7,699

社債 77,696 78,621 △924

その他 257,527 275,779 △18,252

中間連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えないもの 

小計 1,335,814 1,422,798 △86,984

合計 3,491,989 3,473,389 18,599

 

3．減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものにつ

いては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計

期間の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

 当中間連結会計期間における減損処理額は、株式1,207百万円であります。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において有価証

券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。 

      
 

 

 



  破綻先、実質破綻先、破綻懸念先    時価が取得原価に比べて下落 

  要注意先               時価が取得原価に比べて30%以上下落 

  正常先                時価が取得原価に比べて30%以上下落 

 上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した銘

柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があると認められ

る場合を除き、減損処理を実施しております。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込

みがないと判断し、減損処理を実施しております。 

 なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻

先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経

営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行

会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社であります。  

 

 

 

(金銭の信託関係) 

1. 満期保有目的の金銭の信託はありません。 

2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）(平成22年9月30日現在) 

 

 

中間連結貸借

対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

うち中間連結

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の (百万円) 

うち中間連結

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの (百万円) 

その他の金銭の

信託 
2,270 1,697 572 572 － 

（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計 

上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 
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